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   第１章 目  的 

第１条 本大学院は、教育基本法及び学校教育法に基づき、本学園の教育理念「人間になろう」にのっとり、

学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与する人間を育成することを目

的とする。 

２ 本大学院の研究科及び専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的については、別に定め

る。 

   第２章 研究科、専攻、修業年限及び学生定員 

第２条 本大学院に、次の研究科及び専攻を置く。 

生活科学研究科 食品栄養科学専攻（修士課程） 

 生活環境学専攻（修士課程） 

 人間生活科学専攻（博士後期課程） 

人間関係学研究科 人間関係学専攻（修士課程） 

現代マネジメント研究科 現代マネジメント専攻（修士課程） 

教育学研究科 教育学専攻（修士課程） 

第３条 研究科の課程は、修士課程及び博士後期課程とする。 

２ 修士課程は、学部教育の基礎のうえに、更に広い視野に立って専門分野を研究し、精深な学識と研究能

力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うものとする。 

３ 博士後期課程は、大学院の修士課程において修得された知識と基礎的研究活動を基盤として、社会的要

請の高い研究を学術統合的に行い、質的により高い教育を進展・展開するものとする。 

第４条 修士課程の標準修業年限は、２年とする。ただし、学長が認めるときは、３年とすることができる。 

２ 博士後期課程の標準修業年限は、３年とする。 

３ 学生は、修士課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６年を超えて在学することはできない。 

４ 第１項ただし書に規定する標準修業年限を３年とする学生（以下「長期履修学生」という。）の認定は、

学生の申出により学生の研究意欲等を総合的に判断して行うものとする。 

第５条 本大学院の学生定員は、次のとおりとする。 

  入学定員  収容定員 

生活科学研究科 食品栄養科学専攻（修士課程）  ６名   １２名 

 生活環境学専攻（修士課程）  ６名   １２名 

 人間生活科学専攻（博士後期課程）  ３名    ９名 

人間関係学研究科 人間関係学専攻（修士課程） ２０名   ４０名 

現代マネジメント研究科 現代マネジメント専攻（修士課程）  ５名   １０名 

教育学研究科 教育学専攻（修士課程）  ６名   １２名 



2 

   第３章 授業科目及び履修方法 

第６条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）

によって行うものとする。 
第６条の２ 本大学院においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間

又は時期に授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 
２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとす

る。 
３ 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させること

ができる。 
第６条の３ 各研究科の専攻別の授業科目、研究指導、単位数及び履修方法は、別表第１－１から第１－６

までのとおりとする。 
第６条の４ １年間の授業を行う期間は、３５週にわたることを原則とする。 
２ 各授業科目の単位数は、４５時間の学修を必要とする内容をもって１単位とすることを標準とし、次の

基準により計算するものとする。 
 (1) 講義については、１時間の授業に対して２時間の準備のための学修を必要とするものとし、毎週１時

間１５週の授業をもって１単位とする。 
  (2) 演習については、２時間の授業に対して１時間の準備のための学修を必要とするものとし、毎週２時

間１５週の授業をもって１単位とする。ただし、１時間の授業に対して２時間の準備のための学修を必

要とする場合は、毎週１時間１５週の授業をもって１単位とすることができる。 

  (3) 実験、実習、実技等については、毎週３時間１５週の授業をもって１単位とする。  
第６条の５ 授業科目の単位修得の認定は、試験の成績に平素の学修状況を加味して行う。 
第６条の６ 授業科目の成績評価は、S、A、B、C 及び D とし、S、A、B 及び C を合格、Ｄを不合格とす

る。 
２ 修士論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。 
３ 博士論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。 
第６条の７ 学生は、所定の期間に、履修しようとする授業科目について、所定の登録手続を行わなければ

ならない。 
第６条の８ 研究指導を担当する教員（以下「指導教員」という。）は、学生の属する専攻の専任教員の中か

ら、当該研究科が決定する。 
２ 学生は、授業科目の選択、研究一般及び学位論文の作成について指導教員の研究指導を受けるものとす

る。ただし、指導教員の許可を得て、他の教員の研究指導を受けることができる。 
第７条 修士課程にあっては、次の各号に掲げる単位は、指導教員が教育上有益と認めるときに研究科委員

会の議を経て、第６条の３に規定する授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。この場

合において、第２号から第４号までについては、それぞれ１５単位を超えない範囲で、かつ、各号を合わ

せて２０単位を超えないものとする。 

 (1) 学生が入学する前に本大学院で履修した授業科目で修得した単位 

 (2) 学生が入学する前に他大学の大学院で履修した授業科目で修得した単位 

 (3) 学生が次条第１項によりその属する以外の専攻又は研究科で履修した授業科目で修得した単位 

 (4) 学生が他大学の大学院（外国の大学院を含む。）及び国際連合大学の教育課程において履修した授業

科目で修得した単位 

２ 長期履修学生が登録できる各学期毎の単位数の上限は、研究科委員会が別に定める。 

第８条 学生は、指導教員が教育上有益と認めるときは、関係研究科長（大学学部の授業科目については当

該学部長を含む。）の許可を得て、その学生が属する以外の他の専攻若しくは研究科又はその学生が属する

研究科の基礎となる大学学部の授業科目を履修することができる。 

２ 前項により履修する授業科目については、前条第３号を適用する場合を除き、本大学院において修得す

る単位に認定しない。 

３ 博士後期課程の指導教員が教育上有益と認めるときは、研究科委員会の議を経て、その指導する学生の

研究指導を他の大学院において博士後期課程を担当する教授に委嘱することができる。 
第９条 本大学院の研究科において、教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法（昭和２４
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年法律第１４７号）に定めるところに従い、所要の単位を修得しなければならない。 

２ 本大学院の研究科において、取得できる教育職員免許状の種類及び教科は、次の表に掲げるとおりとす

る。  

免許状授与の所要資格を得させる 

ための課程を置く研究科・専攻等 
免許状の種類 免許教科 

生活科学研究科 

食品栄養科学専攻 
中学校教諭専修免許状 

高等学校教諭専修免許状 
家庭 

生活環境学専攻 
中学校教諭専修免許状 

高等学校教諭専修免許状 
家庭 

人間関係学研究科 人間関係学専攻 

中学校教諭専修免許状 社会 

高等学校教諭専修免許状 
地理歴史 

公民 

現代マネジメント研究科 現代マネジメント専攻 

中学校教諭専修免許状 社会 

高等学校教諭専修免許状 
公民 

商業 

教育学研究科 教育学専攻 

幼稚園教諭専修免許状  

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 
数学 

音楽 

高等学校教諭専修免許状 
数学 

音楽 

第９条の２ 本大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実

施するものとする。 

   第４章 課程修了の認定 

第１０条 修士課程の修了には、２年以上在学し所要の授業科目について３０単位以上を修得し、かつ、必

要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することを必要とする。ただし、優れた業

績を上げた学生の在学期間については、１年以上在学すれば足りるものとする。 

２ 前項の場合において、生活科学研究科生活環境学専攻にあっては、特定の課題についての研究の成果を

もって修士論文に代えることができる。 

３ 教育学研究科教育学専攻にあっては、第１項に規定する要件に加え、第９条第２項に定める当該研究科

に係る免許状のいずれかを取得するために必要な科目を履修し、その単位を修得しなければならない。 

４ 博士後期課程の修了には、３年以上在学し所要の授業科目について４単位以上を修得し、かつ、研究指

導を受けた上、博士論文及び最終試験に合格することを必要とする。ただし、優れた業績を上げた学生の

在学期間については、本大学院又は他の大学院の修士課程において１年若しくは２年の在学期間及び本大

学院博士後期課程の在学期間を通算し、３年以上在学すれば足りるものとする。 

５ 修士論文及び博士論文の審査に関する事項は、研究科委員会の議を経て学長が別に定める。 

第１０条の２ 第７条第１項の規定により学生が本学大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第１０２条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。）を本

学大学院において修得したものとしてみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の修士課程

の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して 1 年を超えない

範囲で、研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし、修士課程については、当該課

程に少なくとも 1 年以上在学するものとする。 

第１１条 最終試験は、修士論文又は博士論文を中心として筆記又は口述により行う。 

第１２条 修士課程及び博士後期課程修了の認定は、研究科委員会が行う。 

   第５章 学  位 

第１３条 研究科の課程を修了した者に、当該研究科に対応する次の学位を授与する。 

生活科学研究科 修士（生活科学） 

 博士（人間生活科学） 
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人間関係学研究科 修士（人間関係学） 

現代マネジメント研究科 修士（マネジメント） 

教育学研究科 修士（教育学） 

２ 本大学院の博士後期課程を修了しない者が、博士論文を提出して、本大学院の行う審査に合格し、かつ、

博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有すると認められたときは、前項の規定にかかわらず博士

の学位を授与することができる。 

３ 博士の学位を受けようとする者は、別表第２に定める学位論文審査手数料を納付しなければならない。 

４ 学位授与に関する事項は、学長が別に定める。 

   第６章 入学、休学、退学、再入学、転学及び除籍 

第１４条 入学の時期は、毎年４月及び９月とする。 

第１５条 修士課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する女子とする。 

 (1) 大学を卒業した者 

 (2) 学士の学位を授与された者 

 (3) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者 

 (4) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の１６年の課程を修了した

者 

 (5) 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大学日本

校）を修了した者 

 (6) 外国の大学等において、修業年限が３年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学

位を授与された者 

 (7) 指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧）を修了した者 

 (8) 文部科学大臣の指定した者 

 (9) 本大学院の研究科委員会において個別の入学資格審査により認めた２２歳以上の者 

２ 博士後期課程に入学できる者は、次の各号の一に該当する女子とする。 

 (1) 修士の学位又は専門職学位を有する者 

(2) 外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

 (3) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授

与された者 

(4) 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大学（大

学院相当）日本校）を修了し、修士の学位や専門職学位に相当する学位を授与された者 

 (5) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 

 (6) 文部科学大臣の指定した者 

 (7) 大学等を卒業し、大学、研究所等において２年以上研究に従事した者で、大学院において、修士の学

位を有する者と同等の学力があると認めた者 

 (8) 本大学院の研究科委員会において、個別の入学資格審査により認めた２４歳以上の者 

第１６条 入学志願者は、別表第３に定める額の入学検定料を添えて所定の書類を提出しなければならない。 

第１７条 学長は、前条の入学志願者に対して選考を行い、提出書類の内容を総合して合格者を決定する。 

２ 前項の選考の方法、時期等については、その都度定める。 

第１８条 学長は、前条の合格者で指定の日までに本学が定める入学金の納付及び誓約書等の書類提出等所

定の入学手続を完了した者に、入学を許可する。 

第１９条 病気その他やむを得ない理由により修学できないときは、学長に願い出て休学することができる。 

２ 健康上修学に不適当と認めた学生に対しては、休学を命ずることがある。 

３ 休学の事由が消滅し復学する場合は、学長に復学願を提出しなければならない。 

第２０条 休学の期間は、修士課程においては通算して２年、博士後期課程においては通算して３年を超え

ることができない。ただし、修士課程の長期履修学生の休学の期間は、通算して１年を超えることができ

ない。 

第２１条 病気その他の理由により退学を希望する者は、学長に退学願を提出しなければならない。 

第２２条 退学した者又は第２４条第３号により除籍された者が再入学を願い出た場合は、学長は、当該研

究科委員会の審議を経て、相当学年に再入学を許可することがある。 
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２ 再入学を希望する研究科等が廃止により存在しない場合は、退学又は第２４条第３号による除籍時と同

等分野とみなす研究科等への願出を認めることがある。 

第２３条 本大学院学生が他の大学院に転学しようとするときは、指導教員を経て、学長に転学願を提出し

なければならない。 

２ 他の大学の大学院学生が本大学院に転学しようとするときは、欠員のある場合に限り選考の上、許可す

ることがある。 

第２４条 学生が次の各号の一に該当する場合には、学長は、当該研究科委員会の議を経て除籍する。 

 (1) 修士課程においては、２年の休学期間を経過した者又は４年の在学期間を経過した者。ただし、長期

履修学生においては、１年の休学期間を経過した者又は４年の在学期間を経過した者 

 (2) 博士後期課程においては、３年の休学期間を経過した者又は６年の在学期間を経過した者 

 (3) 授業料その他を滞納し、督促を受けても納入しない者 

   第７章 学生納付金 

第２５条 入学金、授業料、教育充実費、実験実習費及び登録料の学生納付金は、別表第４及び別表第５に

定める額とし、指定の日までに納付しなければならない。 

２ 長期履修学生は、別表第５に定める授業料、教育充実費及び実験実習費の２年分に相当する額を、別表

第５－２により、３年間で分納しなければならない。 

３ 第８条第１項により実験実習を伴う授業科目を聴講する学生は、別表第５又は大学学則に定める実験実

習費を納付しなければならない。 

４ 既納の学生納付金は、理由の如何を問わず返還しない。 

   第８章 教員組織 

第２６条 本大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、本大学の教授、准教授、講師及び助教の中から

これに充てる。 

２ 前項の規定にかかわらず、授業を担当する教員には兼任教員を充てることができる。 

３ 研究指導を担当する教員は、各専攻における研究指導の責任を負う。 

   第９章 運営組織 

第２７条 本学大学院に研究科長を置く。 

２ 研究科長は、研究科に関する校務をつかさどる。 

第２７条の２ 本大学院の研究科に研究科委員会を置く。 

２ 研究科委員会に必要な事項は、学長が別に定める。 

第２８条 本大学院に、学長の諮問機関として大学院委員会を置く。 

２ 大学院委員会に必要な事項は、学長が別に定める。 

   第 10 章 補  則 

第２９条 本大学院に、研究生、科目等履修生及び聴講生の制度を置く。 

２ 研究生、科目等履修生及び聴講生に係る検定料は別表第３に、登録料は別表第４に、研究生の研究料、

科目等履修生の履修料及び聴講生の聴講料は別表第６にそれぞれ定める額とし、その他研究生、科目等履

修生及び聴講生に関する事項は、学長が別に定める。 

第３０条 本大学院に関する事務は、当該研究科の所管事務部門が取扱う。 

第３１条 この学則に定めのない事項については、本大学学則を準用する。 

第３２条 この学則の改廃は、理事会の議を経て行う。 

附 則 

 この学則は、昭和５５年４月１日から施行する。昭和５４年度以前に入学した学生に対しては、改正前の

学則を適用する。 

附 則 

 この学則は、昭和５８年４月１日から施行する。昭和５７年度以前に入学した学生に対しては、改正前の

学則を適用する。 

附 則 
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 この学則は、昭和５９年４月１日から施行する。昭和５８年度以前に入学した学生に対しては、改正前の

学則を適用する。 

附 則 

 この学則は、昭和６２年４月１日から施行する。昭和６１年度以前に入学した学生に対しては、改正前の

学則を適用する。 

附 則 

 この学則は、平成元年４月１日から施行する。ただし、昭和６３年度以前に入学した学生については、な

お従前の例による。 

附 則 

１ この学則は、平成２年４月１日から施行する。ただし、この学則施行日前に在学した学生に対しては、

改正前の学則を適用する。 

２ 前項ただし書に規定する学生で、改正前の学則第１３条に定める教育職員免許状取得資格を得た者は、

教育職員免許法等の一部を改正する法律（昭和６３年法律第１０６号）附則第４項の定めるところにより、

当該免許状に対応する改正後の学則第１３条第２項に規定する免許状に係る所要資格を得たものとみなす。 

３ 第１３条の規定中、中学校教諭専修免許状にかかる部分は、平成２年度以降に入学する学生から適用す

る。 

附 則 

 この学則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この学則は、平成３年７月１日から施行する。 

附 則 

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 別表第３に定める入学検定料は、平成４年度入学志願者から適用する。 

附 則 

 この学則は、平成７年４月１日から施行する。平成６年度以前に入学した学生に対しては、従前の例によ

る。 

附 則 

 この学則は、平成９年４月１日から施行する。平成８年度以前に入学した学生に対しては、従前の例によ

る。 

附 則（平成１０年学則第１号） 

 この学則は、平成１０年４月１日から施行する。平成９年度以前に入学した学生に対しては、従前の例に

よる。 

附 則（平成１０年学則第６号） 

１ この学則は、平成１１年４月１日から施行する。平成１０年度以前に入学した学生に対しては、従前の

例による。 

２ 第２条の規定にかかわらず、家政学研究科食物学専攻及び被服学専攻は、平成１１年３月３１日に当該

研究科専攻に在学する者が、当該研究科専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。 

附 則（平成１１年学則第７号） 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年学則第１０号） 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年学則第１号） 

この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

  附 則（平成１３年学則第２号） 

この学則は、平成１３年２月２３日から施行し、改正後の第１５条第４号の規定は、平成１３年１月６日

から適用する 

  附 則（平成１３年学則第７号） 

この学則は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、平成１３年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 

   附 則（平成１３年学則第８号） 
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 この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年学則第１号） 
１ この学則は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、平成１４年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 
２ 改正後の第１８条の規定は、平成１５年度の入学志願者から適用する。 

   附 則（平成１６年学則第１号） 

 この学則は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、平成１５年度以前に入学した学生に対しては、 

なお、従前の例による。 

   附 則（平成１７年学則第１号） 

１ この学則は、平成１７年４月１日から施行する。ただし、平成１６年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 

２ 改正後の第１５条第１項第４項及び第１５条第２項第３項の規定は、平成１７年度の入学志願者から適

用する。 

   附 則（平成１８年学則第１号） 

１ この学則は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、平成１７年度以前の入学者に対しては、なお

従前の例による。 

２ 改正後の別表第７、別表第８及び別表第８－２は、平成１８年度以降の入学者から適用する。 

附 則（平成１８年学則第５号） 
この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 附 則（平成１９年学則第３号） 
１ この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 
２ 改正後の別表第１、別表第２及び別表第４は、平成２０年度以降に入学した学生から適用し、平成１９

年度以前に入学した学生に対しては、なお従前の例による。 
附 則（平成２１年学則第１号） 

 この学則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、平成２０年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。  
   附 則（平成２２年学則第２号） 
 この学則は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、平成２１年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 
附 則（平成２２年学則第６号） 

 この学則は、平成２２年１１月１９日から施行する。 
 附 則（平成２３年学則第６号） 

 この学則は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、平成２３年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 
附 則（平成２５年学則第２号） 

 この学則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、平成２４年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 
附 則（平成２６年学則第１号） 

この学則は、平成２６年４月１日から施行する。 
附 則（平成２７年学則第１号） 

この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 
   附 則（平成２８年学則第１号） 
 この学則は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、平成２７年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 
   附 則（平成２９年学則第１号） 
 この学則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、平成２８年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 
附 則（平成３０年学則第１号） 

 この学則は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、平成２９年度以前に入学した学生に対しては、

なお従前の例による。 
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附 則（平成３１年学則第１号） 
１ この学則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１－１及び別表第１－６は、前項の規定にかかわらず、平成３１年度以降に入学した学

生から適用し、平成３０年度以前に入学した学生に対しては、なお従前の例による。 

附 則（令和２年学則第１号） 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１－２及び別表第１－６は、前項の規定にかかわらず、令和元年度以前に入学した学生

に対しては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年学則第１号） 

１ この学則は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１－１、別表第１－４及び別表第１－６は、前項の規定にかかわらず、令和３年度以前

に入学した学生に対しては、なお従前の例による。 

附 則（令和５年学則第１号） 
 この学則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、令和４年度以前に入学した学生に対しては、なお

従前の例による。 
附 則（令和７年学則第１号） 

 この学則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、令和６年度以前に入学した学生に対しては、なお

従前の例による。 
附 則（令和８年学則第１号） 

 この学則は、令和８年４月１日から施行する。 
 



別表第１－１（第６条の３関係）

生活科学研究科　食品栄養科学専攻（修士課程）

必修 選択

2

1 食品栄養科学特別研究１０単位及び食品

1 栄養科学特別演習１単位のほか授業科目

1 の中より任意に選択して合計３０単位以

1 上修得する。

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

栄
　
　
養
　
　
科
　
　
学

栄養化学演習Ⅲ

臨床栄養学演習Ⅲ

栄養保健学演習Ⅰ

栄養化学演習Ⅰ

食品衛生学特論

領
域

授　　業　　科　　目

生化学演習Ⅳ

食品化学特別実験

生化学特論

食品化学演習Ⅳ

食品機能学演習Ⅳ

食品機能学特別実験

生化学演習Ⅰ

生化学演習Ⅱ

食
　
　
　
品
　
　
　
科
　
　
　
学

食品化学特論

食品化学演習Ⅰ

食品化学演習Ⅱ

食品化学演習Ⅲ

食品調理科学特別実験

食品調理科学特論

生化学演習Ⅲ

食品機能学演習Ⅰ

食品機能学演習Ⅱ

備　 　　　　考

食品衛生学演習Ⅰ

食品衛生学演習Ⅳ

食品衛生学演習Ⅱ

食品衛生学演習Ⅲ

生化学特別実験

食品機能学特論

単位数

食品衛生学特別実験

食品機能学演習Ⅲ

栄養保健学演習Ⅱ

栄養化学演習Ⅳ

栄養化学特別実験

臨床栄養学特別実験

臨床栄養学特論

臨床栄養学演習Ⅰ

臨床栄養学演習Ⅱ

栄養化学演習Ⅱ

栄養化学特論

公衆衛生学演習Ⅰ

公衆衛生学演習Ⅱ

臨床栄養学演習Ⅳ

栄養保健学特論

公衆衛生学演習Ⅲ

公衆衛生学演習Ⅳ

公衆衛生学特別実験

公衆衛生学特論

食品調理科学演習Ⅰ

食品調理科学演習Ⅱ

食品調理科学演習Ⅲ

食品調理科学演習Ⅳ

9



必修 選択

領
域

授　　業　　科　　目 備　 　　　　考
単位数

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

11 88

応用栄養学演習Ⅱ

栄養保健学演習Ⅲ

給食経営管理学演習Ⅰ

食品栄養科学特別講義Ⅱ

食品栄養科学特別講義Ⅰ

応用栄養学演習Ⅳ

食品栄養科学特別研究

給食経営管理学演習Ⅱ

栄養教育学演習Ⅳ

栄養教育学特別実験

応用栄養学特別実験

給食経営管理学演習Ⅲ

給食経営管理学特別実験

応用栄養学特論

応用栄養学演習Ⅰ

計

食品栄養科学特別講義Ⅲ

食品栄養科学特別講義Ⅳ

共
　
通

食品栄養科学特別演習

栄養保健学演習Ⅳ

給食経営管理学演習Ⅳ

栄養保健学特別実験

給食経営管理学特論

栄養教育学演習Ⅲ

栄養教育学特論

応用栄養学演習Ⅲ

栄養教育学演習Ⅰ

栄養教育学演習Ⅱ

10



別表第１－２（第６条の３関係）

生活科学研究科　生活環境学専攻（修士課程）

必修 選択

2

2 　生活環境学特別研究１０単位を含め

2 　合計３０単位以上修得する。

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

4

10

10 102

インターンシップⅠ

インテリアデザイン特論

インテリアデザイン演習

備　　　　　 考
領
域

授　　業　　科　　目

住宅計画実習

単位数

アパレルデザイン特論

アパレルデザイン演習

アパレルデザイン実験

アパレル設計・制作特論

アパレル設計・制作演習

環境心理学特論

アパレル材料システム特論

アパレル材料システム演習

プロダクトデザイン特論

プロダクトデザイン演習

プロダクトデザイン実習

アパレル設計・制作実験

施設計画実習

アパレル学特別講義

インテリアデザイン実習

環境デザイン演習

環境デザイン実習

施設計画特論

環境デザイン特論

アパレル材料システム実験

建築環境工学・設備学演習

アパレル染色・整理学特論

アパレル染色・整理学演習

アパレル染色・整理学実験

住宅計画特論

インテリア学特別講義

施設計画演習

環境心理学演習

環境心理学実習

地域・建築計画実習

計

生活環境学特別研究

地域・建築計画演習

建築環境工学・設備学実験

建築・住居学特別講義

インターンシップⅡ

住宅計画演習

建築実務設計論

建築材料・構造力学実験

建築環境工学・設備学特論

ア
パ
レ
ル
メ
デ
ィ

ア

イ
ン
テ
リ
ア
・
プ
ロ
ダ
ク
ト

建
築
・
住
居

修士設計

建築実務設計演習

建築業務論

建築材料・構造力学特論

建築材料・構造力学演習

地域・建築計画特論

11



別表第１－３（第６条の３関係）

生活科学研究科　人間生活科学専攻（博士後期課程）

必修 選択

創造生活科学特別演習 1 2

展開生活科学特別演習 1 2 　　２科目４単位以上選択履修

統合生活科学特別演習 1 2

創造生活科学特別研究

展開生活科学特別研究 　　１科目選択必修

統合生活科学特別研究

配当年次 備　　　　　　考授　　業　　科　　目
単位数

12



別表第１－４（第６条の３関係）

人間関係学研究科　人間関係学専攻（修士課程）

必修 選択

人間関係論Ⅰ（臨床心理学的研究） 2

人間関係論Ⅱ（人間共生研究） 2

臨床心理学特講Ⅰ 2

臨床心理学特講Ⅱ 2

心理療法特講Ⅰ（心理支援に関する理論と実践） 2

心理療法特講Ⅱ 2

臨床心理査定特講（心理的アセスメントに関する理論と実践） 2

臨床心理査定演習Ⅰ 2

臨床心理査定演習Ⅱ 2

臨床心理学基礎実習Ⅰ 1

臨床心理学基礎実習Ⅱ 1

臨床心理学実習Ⅰ（心理実践実習ⅠＡ） 2

心理実践実習ⅠＢ 1

心理実践実習ⅡＡ 2

心理実践実習ⅡＢ 1

心理実践実習ⅡＣ 1

心理実践実習ⅢＡ 1

心理実践実習ⅢＢ 1

心理実践実習ⅢＣ 1

臨床心理学実習Ⅱ 1

心理学研究法特講 2

臨床心理学特別演習 2

発達心理学特講 2

社会心理学特講 2

産業・組織心理学特講（産業・労働分野に関する理論と支援の展開） 2

犯罪心理学特講（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 2

精神医学特講（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 2

障害者心理学特講（福祉分野に関する理論と支援の展開） 2 　　

学校臨床心理学特講（教育分野に関する理論と支援の展開） 2 　　

家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践 2

心の健康教育に関する理論と実践 2

比較行動学特講 2

家族社会論特講 2

コミュニティ論特講 2

福祉社会論特講 2

生命倫理学特講 2

ジェンダー・セクシュアリティ論特講 2

障害者福祉論特講 2

子ども論特講 2

ライフステージ論特講 2

教育社会学特講 2

学校教育臨床特講 2

生活経済論特講 2

社会保障論特講 2

比較文化論特講 2

メディア文化論特講 2

対話技法論特講 2

フィールドワーク論特講 2

社会・教育調査演習 2

研
　
　
究
　
　
発
　
　
展
　
　
科
　
　
目

人
　
間
　
共
　
生
　
領
　
域

研
究

基
礎

科
目

授　業　科　目

臨
　
床
　
心
　
理
　
学
　
領
　
域

備　　　　　　考
単位数

　 １科目２単位以上
　 選択履修

　　１２科目２４単位以上
　　選択履修
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必修 選択
授　業　科　目 備　　　　　　考

単位数

事例研究Ⅰ 2

事例研究Ⅱ 2

1

1

1

3 93計

事
例

研
究

科
目

特別研究Ⅲ

特別研究Ⅰ

特別研究Ⅱ

　 １科目２単位以上
　 選択履修
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別表第１－５（第６条の３関係）

現代マネジメント研究科　現代マネジメント専攻（修士課程）

会計・税務特別
プログラム

単位数
必修 選択 必修

1 1

1 1

2 2

2 2

2 ―

2 ―

2 ―

経営管理特論Ａ 2 ―

経営管理特論Ｂ 2 ―

経営戦略特論Ａ 2 ―

経営戦略特論Ｂ 2 ―

経営戦略特論Ｃ 2 ―

国際経営特論Ａ 2 ―

国際経営特論Ｂ 2 ―

アントレプレナーシップ特論 2 ―

ファイナンス特論Ａ 2 ―

ファイナンス特論Ｂ 2 ―

マーケティング特論Ａ 2 ―

マーケティング特論Ｂ 2 ―

生活経営特論Ａ 2 ―

生活経営特論Ｂ 2 ―

会計学特論Ａ 2 2

会計学特論Ｂ 2 2

管理会計特論Ａ 2 2

管理会計特論Ｂ 2 2

管理会計特論Ｃ 2 ―

監査特論Ａ 2 2

監査特論Ｂ 2 2

税務会計特論Ａ 2 2

税務会計特論Ｂ 2 2

租税法特論Ａ 2 2

租税法特論Ｂ 2 2

労働経済特論Ａ 2 ―

労働経済特論Ｂ 2 ―

国際経済特論Ａ 2 ―

国際経済特論Ｂ 2 ―

都市経済特論Ａ 2 ―

都市経済特論Ｂ 2 ―

金融特論Ａ 2 ―

金融特論Ｂ 2 ―

公共政策特論Ａ 2 ―

公共政策特論Ｂ 2 ―

企業法特論Ａ 2 ―

企業法特論Ｂ 2 ―

4 4

6 84 30

授　業　科　目
単位数

備考

現代マネジメント特別演習Ａ

現代マネジメント特別演習Ｂ

イノベーションマネジメント特論（経営）

 ４単位以上
 選択必修

 ２４単位以上
 選択履修

経
営
領
域

 いずれかの
 領域から１０
 単位以上選択
 履修

現代マネジメント特別研究

計

※会計・税務特別プログラム＝文部科学省認定「職業実践力育成プログラム」（BP）

会
計
・
税
務
領
域

経
済
・
公
共
領
域

イノベーションマネジメント特論（会計）

イノベーションマネジメント特論（経済）

外国語文献研究Ａ

外国語文献研究Ｂ
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別表第１－６（第６条の３関係）

教育学研究科　教育学専攻（修士課程）

必修 選択

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

 ２４単位以上
 選択履修

比較教育学特論

教育方法学特論

保育臨床特論

発達障害学特論

臨床発達心理学特論

異文化間教育特論

生涯発達心理学特論

特別活動特論

教育思想特論

障害児保育特論

外国語科教育内容研究

代数学特論

声楽研究Ⅰ

科学教育演習

国語科教育内容研究

教育心理学特論

特別支援教育学特論

授　業　科　目
単位数

備　　　　　　考

基
礎
理
論
科
目

実
践
研
究
科
目

生徒指導特論

ＩＣＴ活用演習

保育職特論

幼児教育学特論

幼児心理学特論

教
科
、

領
域
及
び
指
導
法

（

初
等
・
幼
児
）

科
目

教
科
及
び
指
導
法
（

中
等
）

科
目

保育内容研究

図画工作科教育内容研究

音楽表現演習

家庭科教育内容研究

幾何学特論

解析学特論

現代数学特論Ｃ

作曲研究Ⅰ

作曲研究Ⅱ

音楽学特論

音楽教育学特論

器楽研究ＢⅡ

造形表現演習

図画工作科指導法演習

数学科教育内容研究

現代数学特論Ａ

現代数学特論Ｂ

数学教育学特論

情報数理演習

音楽科教育内容研究

器楽研究ＢⅠ

器楽研究ＡⅠ

器楽研究ＡⅡ

 ２単位以上
 選択履修

体育科教育内容研究

国語科指導法演習

算数科指導法演習

音楽科指導法演習

日本文学特論

声楽研究Ⅱ

社会科教育内容研究

理科教育内容研究

 ２単位以上
 選択履修

 １８単位以上
 選択履修
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必修 選択
授　業　科　目

単位数
備　　　　　　考

4

4

2

2

2

2

6

6 114

教
職
イ
ン
タ
ー

ン

シ
ッ

プ

教職実践研究（中等）

※現職教員に対し、教育上有益と認めるときは、教職インターンシップⅠa及び教職インターンシップⅠb並びに
教職実践研究（初等）及び教職実践研究（中等）の単位は、他の選択科目の単位をもって替えることができる。

特別研究

計

教職インターンシップⅡｂ

教職インターンシップⅡａ

　※４単位以上選択履修

　※２単位以上選択履修

教職インターンシップⅠａ

教職インターンシップⅠｂ

教職実践研究（初等）
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別表第２（第１３条関係）

別表第３（第１６条、第２９条関係）

　入学検定料 （単位　円）

別表第４（第２５条、第２９条関係）

　入学金及び登録料  （単位　円）

備考

１　同一年度に複数の研究科で科目等履修生又は聴講生となる場合の登録料は、重複して徴収しない。

２　椙山女学園大学大学院修士課程に入学する者のうち、椙山女学園大学又は椙山女学園大学短期大学部

　を卒業した者の入学金は、半額とする。

３　椙山女学園大学大学院修士課程を修了した者が椙山女学園大学大学院博士後期課程に入学する場合

　の入学金は、徴収しない。

別表第５（第２５条関係）

　授業料、教育充実費及び実験実習費 （単位　円）

別表第５－２（第２５条関係）

　授業料、教育充実費及び実験実習費（長期履修学生） （単位　円）

別表第６（第２９条関係）

　研究料、履修料及び聴講料 （単位　円）

登　録　料

聴講料（１科目につき）

１０，０００

１０，０００

研究料（年額） 履修料（１単位につき）

６０，０００ １５，０００

教 育 学 研 究 科

第１年次

聴講生に係る検定料

１０，０００

２００，０００

新入学生・転入学生 再入学生

１００，０００

入　学　金

３５，０００

聴講生

１０，０００

３４０，０００

３４０，０００ １６６，０００ ―

３２０，０００ １６６，０００ ―第３年次

１６８，０００ ―

第２年次

３２０，０００ １６６，０００ ―

１６６，０００ ―

第３年次 ３２０，０００

現代マネジメント研究科

第１年次 ３４０，０００ １６８，０００ ―

第２年次 ３４０，０００

１６６，０００ ―

人間 関係 学研 究科

第１年次 ３４０，０００ １６８，０００ ―

第２年次 ３４０，０００ １６６，０００ ―

第３年次

第２年次 ３４０，０００ １５４，０００ ４０，０００

第３年次 ３２０，０００ １５２，０００ ４０，０００

研　究　科 年次 授業料（年額） 教育充実費（年額） 実験実習費（年額）

生 活 科 学 研 究 科

第１年次 ３４０，０００ １５４，０００ ４０，０００

現代マネジメント研究科 ５００，０００ ２５０，０００

教 育 学 研 究 科 ５００，０００ ２５０，０００

生 活 科 学 研 究 科 ５００，０００ ２３０，０００ ６０，０００

人間 関係 学研 究科 ５００，０００ ２５０，０００

研　究　科 授業料（年額） 教育充実費（年額） 実験実習費（年額）

２０，０００ ３０，０００

研究生 科目等履修生

本学大学院博士後期課程単位取得退学後３年を超える者 １５０，０００円

上記以外の者 １５０，０００円

入　学　検　定　料 研究生に係る検定料 科目等履修生に係る検定料

１０，０００

申　請　者 学位論文審査手数料

本学大学院博士後期課程在籍者 な　　し

本学大学院博士後期課程単位取得退学後３年以内の者 な　　し
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